
1取り扱う権限を有する者の範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事

3取り扱うことができる場所

5その他

+

保有開始の年月日

保存場所

備考

乙第32号証の1

子ども対象・暴力的性狙罪の出所者による再処防
止に向けた措置業務を担当する職員

項
營察独自のマイクロ回線を用いること

生活安全企画課の執務室4保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法に
より確実に棄すること。



記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

乙第32号証の2

♥視庁及び道府県営察本部からの報告

記録される個人情報の経常的提供先等視庁及び道府県警察本部

保有開始の年月日

保存場所

備考
子供安全対策旅の担当職員

察独自のマイクロ回線を用いること。

子供安全対策係に設置された端末装置

5 その他

ること

廃棄の際は、裁断等復できない方法により確実に廃棄す



2電気通信を利用して伝達する場合における社意事

3取り扱うことができる場所

乙第32号証の3
記録される個人情報の経常的提

供先

營視庁及び道府県醬祭本部

保有開始の年月日

保存場所

備考 1取り扱う権限を有する者の範囲
子供や女性を対象とする性罪等の前兆とみら

れる声かけ、つきまとい等（成事）の段階で行為
者を特定し、検挙・指導警告等の措置を講じる活動
を担当する職員

項
ご察独自のマイクロ回線を用いること。

生活安全企画課の執務室4保存すべき場所

5その他
アクセス記録、照会記録及びファイル出力した資

料の適正管理を徹底すること。



3取り扱うことができる場所

乙第32号証の4
記録される個人情報の経常的提

供先
醬視庁及び道府県瞥察本部

保有開始の年月日

保存場所

備考 1取り扱う権限を有する者の範
子供対象・暴力的性罪の出所者による再兆防

止措置に向けた措置業務を担当する職員
2 電気通情を利用して伝達する場合における注意事
項
警察独自のマイクロ回線を用いること。

生活安全企画課の執務室4保存すべき場所

5その他
アクセス記録、照会記録及びファイル出力した資

料の道正管理を徹底すること。



記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

3取り扱うことができる場所

5その他
20歳に達した少年のデータについては、自動削除を行

別配椒式

名称

利用に供される事務をつかさどる係
の名称

利用の目的

記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

乙第32号証の5

企画・分析係

1氏名、2本籍、3住居、4生年月日、5性別、6学職等

都道府県察における登録・

アクセス権を有する紫察職員
2 極気通信を利用して伝達する場合における注意事項
竜気通情を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置
を講ずること

少年課の執務室（システム端末設置場所）
4保存すべき場所

う。



記録される個人情報の収集方法

1
2籠気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること
3取り扱うことができる場所

20歳に達した少年のデータについては、自動削除を行

~

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係
の名称

利用の目的

記録される項日

本人として記録される個人の能囲

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保行場所

備考

乙第32号証の6

企画・分析係

1氏名、2本籍、3位居、4生年月日、5性別、6学職等

都道府県營察における獄録

取り扱う権限を有する者の範囲
アクセヌ権を有する察職員

笹気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措間

少年課の執務室（システム端水設道場所）
4 保存すべき場所

5その他

う。



記録される個人情報の収集方法

3取り扱うことができる場所

死亡による個人データについては、削除を行う。

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係
の名称

利用の目的

記録される項日

本人として記録される個人の能囲

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

2第32号証の7

福祉犯係

1氏名、2水籍、3住所、4生年月日、5性別、6職業等

都道府県察からの報告

1取り扱う権限を有する者の範圧
福祉爼係の礬察職員

2 籠気通を利用して伝達する場合における注意事項
皆察情報共有システム（P-WAN）を利用すること

少年課内及び児童ポルノ対策官室の数務室

4保存すべき場所

5 その他



記録される個人情報の収集方法

3取り扱うことができる場所

5その他

確実に廃棄すること
死亡による個人データについては、削除を行う

-
別龕様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係

の名称

利用の日的

記録される項月

本人として記録される個人の猫用

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

乙第32号証の8

福祉狙係

1氏名、2本籍、3住所、4生年月日、5性別、B職業等

都道府県醬祭からの報告

1取り扱う権限を有する者の絶出
福祉犯係@警察職員

2 電気通官を利用して伝達する場合における注意事項
醬察情報共有システム（P-MAN）を利用すること

児童ポルノ対策官室執務室
4 保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の夜示できない方法により



記録される個人情報の収集方法

警察情報共有システム（P-WAN）を利用すること
3取り扱うことができる場所

① 死亡による個人データについては、削除を行う。

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係
の名称

利用の目的

記録される項目

本人として記録される人の範囲

記録される個人情報の経常的提供先

保育始の年月日

保存場所

備考

乙第32号証の9

福祉㹦係

1氏名、2本籍、3住所、4生年月日、5性別、6酸業等

都道府県察からの報告

1取り扱う権限を有する者の範囲
福祉犯係の暼察職員

23 気通を利用して伝達する場合における注意事項

少年課内及び児童ポルノ対策官室の執務室
4保存すべき場所

5 その他

② 醬察情報セキュリティポリシー上の情報の分類は、
機密性【高】、完全性【高】、可用性【商】とし、情報
の取扱いに当たっては、同ポリシーを避守すること。



2第32号証の10

利用に供される事務をつかさどる

記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲
運用責任者が指定する利用者

警察情報セキュリティ対策基準に従い運用する
取り扱うことができる場所

5その他

別記様式

名称

係の名称
生活安金峝生活経済対策管理官付経済第二係

利用の目的

・

記録される個人情報の経常的提供先
保有開始の年月日

保存場所

都道府県醬察による登録

備考
2 竜気通言を利用して伝達する場合における注意事項

3
皆察庁生活安全局生活経済対策管理官において使用するた

めに設置した端末装置
4保存すべき場所

情報を廃棄する場合には、裁断、データの消去その他の方
法により当該情報を復示できないように措置する



2第32号証の11

記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲
運用責任者が指定する利用者

2

3取り扱うことができる場所

4

5 その他

法により当該情報を復元できないように措置する

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる
係の名称

利用の目的

生活安全局生活経済対策管理官付経済第二係

記録される個人情報の経常的提供先
保有開始の年月日

保存場所

備考

都道府県替家による登録

番気通を利用して伝達する場合における注意事項
察情報セキュリティ対策基準に従い通用する

察げ生活安全局生活経済対策管理官において使用するた
めに設置した端末装置
保存すべき場所

情報を廃乗する場合には、裁断、データの消去その他の方



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

3取り扱うことができる場所

5その他

乙第32号証の12
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる
係の名称

利用の目的

武録される項目

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日保存場庁

都道府県醬察による登録

備考
龍気通信を利用して伝達する場合における注意事項
醬察情報セキュリティ対策基準に従い運用する

贅察庁生活安全局生活経済対策管理官において使用するた
めに設置した端末装置

4 保存すべき場所

情報を廃染する場合には、裁断、データの消去その他の方
法により当該情報を復元できないように措置する



記録される個人情報の収集方法

運用責任者が指定する利用者

33取り扱うことができる場所

4
5 その他

乙第32号証の13
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる

係の名称
醬察庁生活経済対策管理官付経済第_係

利用の目的

記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

都道府県警察による登録

+

1取り扱う権限を有する者の範用

2 電気通言を利用して伝達する場合における注意事項
管察情報セキュリティ対策基準に従い運用する

皆察庁WANシステムの各端木

保存すべき場所

情報を棄する場合には、裁断、データの消去その他の方
法により当該情報を復完できないように措置する



記録される項目

本人として記録される
個人の範囲

1

2

電磁的記録

乙第32号証の14
別記様式

名称

利用に供される事務を指導係
つかさどる係の名称

利用の目的 北罪捜査その他公共の安全と秩序の維持

；

.

記録される個人情報の都道府県営察からの報告
収集方法

記録される個人情報の管区警察及び都道府県祭
経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考. 記録媒体

関連通逹
「指名手配業務支援プログラムによる指名手配業務実施要領の

定について」（平成17年2月18日付け察庁丁刑金発第71号、丁情
管発第85号、丁施発第25号）



記録される項目 1
3
5
7
9
11 生年月日
13
15
17

6

本人として記録される

記録される個人情報の

1

2

「指名手配ファイルの取扱いについて」（平成20年6月19日付け

乙第32号証の15
別記様式

名称

利用に供される事務を指導係
つかさどる係の名称

利用の目的 3罪捜査その他公共の安全と秩序の維持

手配番号
手配罪名
手配礬察署
本（国） 籍
職業

身体特徵
狙歴（登録）番号
記事

2 手配年月日
4 千部種別
出生地

8 住所
10氏名
12 性別
14 身長
16異名

.

¥ ）

個人の範囲

記録される個人情報の都道府県管察からの報告
収集方法

経常的提供先
管区礬家局及び都道府県諬察

保有開始の年月日

保存場所

備考 記録媒体
電磁的記録

関連通達

察庁丙企発第31号）

.



本人として記録される個人の範囲

1取り扱う権限を有する者の範囲

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

14保存すべき場所

5その他

別記様式

名 称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用 の 目 的

記録される項目

記録される個人情報の収策法法

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日
保 存 場 所

備 考

乙第32号証の16

盗犯係

都道府県察からの報告

都道府県醬察

捜査第一課に所属する職員

電気通価を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を講ずること

捜斎第一課執務室

種類を品薬する感加・製のができない方法により



本人として記録される個人の範囲

都道府県警察からの報告

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

5その他
確実に廃棄すること

別記様式

称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用 の 目 的

記録される項目

記録される個人情報の取業法法

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日
保 存 所

考

乙第32号証の17

盗犯係

都道府県等※

取り扱う権限を有する者の範囲
捜査第一課に所属する職員

2 電気道備を利用して伝達する場合における注意事項
電気通を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を

講ずること

捜査第一課執務室

廃棄の際は、焼却・裁断等の復ができない方法により



本人として記録される個人の範囲

電気通を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

5 その他

確実に廃棄すること

.
乙第32号証の18

別記様式

名 称

利用に供される事務をつかさどる係の名称 盗爼係

利用
記録される項目

記録される個人情報の収集法法・都道府県營察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先 都道行県警※

保有開始の年月日
保 場 所

1 取り扱う権限を有する音の範囲
捜査第一課に所属する職員

2 電気通語を利用して伝達する場合における注意事項

講ずること

捜査第一課執務室

備 考

廃棄の際は、焼却・裁断等の復元ができない方法により



本人として記録される個人の範囲

1

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

確実に廃棄すること

別記様式

名

利用に供される事務をつかさどる旅の名称

利用 の 的

記録される項 目

記録される個人情報の収集法法

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日
保 存 場 所

考

乙第32号証の19

盗犯係

都道府県醬察からの報告

都道府県營察

取り扱う権限を有する者の範囲
捜査第一課に所属する職員

12電気通を利用して伝達する場合における注意事項

電気通を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を講ずること

捜査第一課執務室

5 その他
廃棄の際は、焼却・裁断等の復元ができない方法により



2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

5その他

・.

別記桜式

名 称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用 の
記録される項目
本人として記録される個人の絶豆

記録される個人情報の収集法法

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日
保 存 所

備 考

乙第32号証の20

盗犯係

都道府県醬察からの報告

都道府県等察

1取り扱う権限を有する者の範囲
捜査第一課に所属する職員

電気道備を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を
講ずること

捜査第一騾執務室

14保存すべき場所.

廃業の際は、焼却・裁断等の復ができない方法により
確実に棄すること



3取り扱うことができる場可

5その他

.

採行開始の年川目

保仔場所

乙第32号証の21

1 取り扱う権限を有する辛い花囲
捜査第二葉に所属する職貨

2笹気通話を利用して伝達する場合における作態事項
［気通店を利用して伝達する場合は、な化学の指！！

を講ずること

投斎第二課の執務室
4 保存すべき場所

にデータ保存し、
不装となったときは、遊響なら、当設部報を削除する。



3取り扱うことができる場所

別記様式

名称

副新される北務をかさどろ係

利用の目的

北録される項い

本人として記録される人の花l

起録される個人性報の収集方法

記録される個人情報の経営的提供先

保有開始の年月日

保な場所

備考

乙第32号証の22

清報係・特殊詐欺対策保

鶏能処罪に関する特報を繁察で一定的に営理し、そのか

提検索等を通じて、知能乳罪で検挙の推進を図ること

警察庁及び都道府県警察からの登録

道府県は製本部（お面本部を含す。）の知能地罪担当課

1 取り扱う権限を有する者の能圧

2花気通備を利用して伝達する場合における非意生頂

花気通話を利用して伝達する場合は、野号化等の指
を話すること

捜査第二課の執務室



5そい仙
にデータ保存し、

不要となったときは、道満なく、当該諸報を除する。



3取り扱うことができる場所

5その他

別記様式

名称

列用に供される事務をつかさどる採
の名称

利用の的

記録される項日

本人として紅録される個人の縦明

記録される個人結織の取方法

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月H

保存場所

備考

.

乙第32号証の23

情報係・特ダ詐欺対策係

知能処罪に関する情報を贅然」で・元的に理し、その情

報検索等を通じて、包能罪の検挙い推進を図ること

1営開期日（登録※号、登録年月11年）

製査第二課最係員による非約

繁祭庁連川課、各管区贅局（広城調第一課）び各部
道府県幹祭本部（面本部を含む。）の知能罪担当設

1 取り扱う権限を行する台の絶
捜査第二課に所属する職員

2武気通貨を利用して伝達する場合における注意事項

純気通店を利用して伝達する場合は、贈号化等の措置

を講ずること

捜在第二課の執務室
4 保存すべき場所

にデータ保なし、

不要となったときは、逆なく、当該措報を削除する。



記録される個人情報の収集方法

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる保
の名称

利用の日的．

紀録される項日

本人として記録される個人の範明

記録される個人特報の経常的提製先

保有開始の年月日

保存場所

乙第32号証の24

特殊離対策係

營察庁及び部道府県等祭からの登録

顔画像照合川資機材による照合業務を行う警察本部理用に

1取り扱う権限を行する者の範期
捜査第二課特殊音対策室に所属する職員



3取り扱うことができる場所

に重丸通はを利用して伝達する場合における注意が！！！
［気通信を利用して伝達する場合は、暗な化等い持

を講ずること

5 その他
にデータ保行し、不要となった

ときは、選器なく、当該情製を削除する。



置を講ずること
3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等

7その他
確実に廃棄すること

乙第32号証の25

名称

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称

利用の自的 犯罪捜査その他公共の安全と秩序の維持
記録される項日

本人として記録される個人の籠

記録される個人情報の収集方法｜都道府県營察からの報告

記録される個人情報の経常的提 都道府県謷察

保有開始の年月日

保存場所

備考
ス権限を付与された者

5 事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「北歴Aファイルの取扱いについて（通達）」（平成26
年4月1日 普察庁支発第10号）
廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目

1取り扱う権限を有するものの範囲

3取り扱うことができる場所
14保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第101

乙第32号証の26

名称

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称

利用の目的 狄罪捜査

本人として記録される個人の節

記録される個人情報の収集方法都道府県察からの報告
記録される個人情報の経常的提 都道府県森
供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

等察庁情報管理システムによる個人照会業務でア！セ
ス権限を付与された者

2 電気通信を利用して伝達する場食における生意事項電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措
量を講ずること

5 事前通知



6関係法令等
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用
除外
「処歴Bファイルの取扱いについて（通達）」（平成26

年4月1日 普察庁支発第12号）
7その地
雑費者●紫芋ン類、熱新等の復元できない方法により、



記録される項目

本人として記録される個人の能

1取り扱う権限を有するものの範囲

2 重気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

置を講ずること
3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

6関係法令等

7その他

乙第32号証の27

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称
利用の目的

囲

記録される国人清報の収集方法都道付県察からの報告
記鮮される個人情報の常的提都道府県營察
供先
保有開始の年月日

保存場所

備考
警察庁情報管理システムによる個人照会業務でアクセ

ス権限を付与された者

5 事前通知

「捜査関係者ファイルの取扱いについて（通達）！（平成25年9月26日等察庁両州企発第64号）



記録される項目

記録される個人情報の収集方法都道府県警察からの報告

1取り扱う権限を有するものの範囲

3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所
5 事前通知
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

乙第32号証の28

名称

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称

利用の目的

本人として記録される個人の鈴

記録される個人情報の経常的提 都道府県等築

保有開始の年月日

保存場所
備考

醬察庁情報管理システムによる個人会業務でアクセ
ス権限を付与された者
22苗気通貨を利用して伝達する場合における注意事項
質気準賃を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置を講ずること

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

6関靈輪疑者4ファイルの取扱いについて（通達）」
（平成26年4月1日 察庁両支発第17号ほか）

確業ぎに特製、総断等の復元できない方法により、



記録される項目
生年月日

8

記録される個人情報の収集方法法務省からの提供

1取り扱う権限を有するものの範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の指

3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等

乙第32号証の29

名称
利用に供される事務をつかさど、捜査支援分析管理官付支援係
る係の名称

利用の目的 犯罪捜査

管理番号

本（国）籍

入所年月日
出所（予定）年月日
出所刑事加設
出所事由
提供年月日

し、出所した者、または出所予定の受刑者

記録される個人情報の経常的堤都道府県營察
供先
保有開始の年月日

保存場所

備考 普察庁情報管理システムによる個人照会業務でアクセ
ス権限を付与された者

置を講すること

執務宝

5事前通知
米第2項弟2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「出所情報ファイルの取扱いについて（通達）」（平成27年2月25日察庁西支発第2号、両生企発第19号）
1その他



記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所
5 事前通知行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6 関係法令等

乙第32号証の30

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
石係の名称

利用の目的

記録される項目

本人として記録される個人の範

記録される個人情報の経常的提 都道府県警察
供先

保有開始の年月日

保存場所

備考
贅察庁情報管理システムによる車両照会業務でアクセ
ス権限を付与された者

置を講ずること

執務宷

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「栄察庁情報管理システムによる車両照会業務実施要

雑費継発薬学徒・表師等の復売できない方法により、



本人として記録される個人の範

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

置を講ずること
3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等

乙第32号証の31

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称
利用の目的

記録される項目

記録される個人情報の経常的提都道府県醬察

保有開始の年月日

保存場所

備考
警察庁情報管理システムによる車両照会業務でアクセ
ス権限を付与された者
2 電気通を利用して伝達する場合における注意事項
電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

熱務室

5事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「警察庁情報管理システムによる車両照会業務実施生

確質感を紫は：特製、表断等の復できない方法により、



記録される個人情報の収集方法都道府県警察からの報告

1取り扱う権限を有するものの範囲

4保存すべき場所

行政機関の保する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等

乙第32号証の32

名称

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム部
る係の名称

利用の目的

記録される項用

本人として記録される個人の能

記録される個人情報の経常的提都道府県警察
供先
保有開始の年月日

葆存場所

備考
警察庁情報管理システムによる車両照会業務でアクセ

ス権限を付与された者
2第容準値を利用して何達する商会における準意事項
戦気連情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

執務宝

5 事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「警察庁情報管理システムによる車両照会業務実施要

脂質を特製、熱断等の復売できない方法により、



記録される個人情報の収集方法都道府県警察からの報告

1取り扱う権限を有するものの範囲

2 電気通を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること
3取り扱うことができる場所

乙第32号証の33

名称.
利用に供される事務をつかさど 捜査支援分析管理官付システム係

記録される項目

本人として記録される1人の籠

記録される個人情報の経営的提 都道府県警察

操着雨婚の年月日
保存場所

備考
警察庁情報管理システムによる車両照会業務でアクセ
ス権限を付与された者

電気通償を利用して伝達する場合には、暗号化等の指

執務室
4保存すべき場所
5 事前通知



7その他
両支発第 7 号ほか）

確銭恋の壁牛部、裁断等の復応できない方法により、



記録される項目

本人として記録される個人の範

1取り扱う権限を有するものの範囲

置を講ずること
3取り扱うことができる場所

4 保存すべき場所
5 事前通知

6 関係法令等

7その他

乙第32号証の34

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称

利用の目的

記録される個人情報の収集方法都道府県等察からの報告

記録される個人情報の経常的提都道府県警察

保有開始の年月日

保存場所
備考 警察庁情報管理システムによる車両照会業務でアクセ

ス権限を付与された者

「警察庁情報管理システムによる車両照会業務実施要
無製今写が通産）」（平成26年4月1日番素庁

羅蜜を開業生：糖類、裁断等の復元できたい方法により、



本人として記録される個人の範

1取り扱う権限を有するものの範囲

2武気通信を利用して伝達する場合における注意事項
置を講ずること
3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所
5事前通知行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

乙第32号証の35

名称
利用に供される事務をつかさと捜査支援分析管理官付システム係
る係の名称

利用の目的

記録される項目

記録される個人情報の収集方法都道府県等薬からの報告

記録される個人情報の経常的提都道付県警察

保有開始の年月日

保存場所
備考

警察庁情報管理システムによる車両照会業務でアクセ
ス権限を付与された者

電気通備を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

確質悪品薬等：糖製、裁断等の復示できない方法により、



公共の安全と秩序の維持のために利用

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲
クセス権限を付与された者
2笛気通信を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること3取り扱うことができる場所

14保存すべき場所

5事前通知行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等

7その他

乙第32号証の36

名称
利用に供される事務をつかさど脊支援分析管理官付手口係
石係の名称

利用の目的 手口資料取扱規則等の規定により、処罪捜査その個

記録される項日

森人として記録される個人の紀察手間記録終る設者発地、途、詳敗及び性的犯
1各都道府県警察が作成した手口記録のシステムによる発

記録される個人博報の経常的提都道府県警察

保育開始の年月！！

保存場所

備考
營察庁情報管理システムによる犯罪手口照会業務でア

電気運信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「犯罪手口資料取扱規則 （規則）！
＜昭和57年2月18日_国家公安委具会規則第1号）
「犯罪手口資料取扱細則（訓令）」
（平成15年10月31日營察庁訓令第11号）
「北罪手口照会ファイルの取り扱いについて（通達）」
（平成26年4月1日 警察庁内支発第5号）

確質を発芽る類別、救断等の復できない方法により、



記録される項目

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措
3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等
（昭和57年2月18日国家公安委員会規則第1号）

（平成15年10月31日

（平成26年4月1日
7その他

乙第32号証の37

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付手H係
る係の名称
利用の日的 狙手口資料取扱規則等の規定により余罪の発見やその

他犯罪捜査のために利用

本人として記録される個人の範
因

記録される個人情報の収集方法 各部道府県察が作成した被害記録のシステムによる登

記録される個人情報の経常的提都道府県營察

保育開始の年月日

保存場所

備考 」取り扱う権限を有するものの範囲
警察庁情報管理システムによる北罪手口照会業務でア
タセス権限を付与された者

置を講ぎること
執務室

5事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

犯罪手口資料取扱規則（規則）」

「兆罪手口資料取扱細則（訓令）」
等察庁訓令第11号）

「狐罪手口照会業務ファイルの取り扱いについて（通達）」
皆察庁内文発第 5号）

り恋離発に学習を表等の観売できない方器によ



記録される項目

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

置を講ずること
3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所

5事前通知行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

（昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号）

7その他

乙第32号証の38

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付統計係
る係の名称

利用の目的 北罪の性格や動向、警察活動の効率等の分析

主たる被費者の氏名、被費者の性別、被害者の年齢、被
害者の職業、被害者の国籍、被害者の在留資枠等

本人として記録される個人の範刑法狙に関する被疑事件に係る被害者

營察総合捜査情報システムによる都道府県營察からの報

祀録される個人情の経営的提都道府県營察
供先

「保有開始の年月日

保存場所

備考
瞥察庁情報管理システムによる処罪統計業務でアクセ

ス権限を付与された者
12電気通を利用して伝達する場合におけると意事項
電気通を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

執務室

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用
6関係法令鮮
「北罪統計規則」

「北罪統計細則」
（昭和46年10月6日祭庁訓令第16号）

雑健態を牛を製、裁断等の後死できない方法により、



記録される個人情報の収集・方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

2篭気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

1保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

（昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号）

7その他

乙第32号証の39

名称
利用に供される事務をつかさど捜査支援分析鷥理官付統計係
る係の名称

利用の目的 北罪の性格や動向、皆療活動の効率等の分析

記録される項月 またる被疑者の氏名、主たる被疑者の性別、またる被数
者の犯行時年齢、主たる被験者の国籍、主たる被疑者の
在留資格等本人として記録される個人の範刑法迎に関する被疑事件に係る被疑者

皆察総合技査情報システムによる都道府県幹察からの報
皆

記録される個人情報の経常的提都道府県警察
供先

保有開始の年月日

保；場所

備考
察庁情報管理システムによる北罪統計業務でアクセ
ス権限を付与された者

電気通備を利用して伝達する場合には、暗号化等の措
置を講ずること

5 事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用
6 関係法令等
「犯罪統計規則」
「孔罪統計細則」
（昭和46年10月6日察庁訓合第16号）
発業の際は、「却、裁断等の復応できない方法により、
確実に廃棄すること



記録される項目

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

2籠気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等
（昭和40年9月16日 国家公安委員会規則第4号）

7 その他

......

乙第32号証の40

名称
利用に供される事務をつかさど 捜査文援分析筲理官付統計係
る係の名称
利用の目的 孤罪の性格や動向、營察活動の効率等の分析.

の特殊形態等本人として記録される個人の節 刑法を犯した成人の被疑者

營察総合捜育情報システムによる都道府県警察からの報

記録される個人情報の経常的提 都道府県營築

保有開始の年月日

保存搨所
備考

營察庁情報管理システムによる狙罪統計業務でアクセ
ス権限を付与された者
電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

置を講ずること

5 事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用
除外

「狙罪統計規則」

「犯罪統計細則」
（昭和46年10月6日蓍察庁訓令第16号）

糖質を理・表断等の役売できない方法により、

・・



記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

置を講ずること
3取り扱うことができる場所

5 事前通知

6関係法令等

（昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号）

7その他

乙第32号証の41

名称

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付統計係
る孫の名称

利用の目的 犯罪の性格や動向、營察活動の効率等の分析

記録される項日
少年の氏き、異名、非行時の居住地、生年月日、性別、

本人として記録される個人の範刑法を発した少年の被疑者

營然総合捜査情報システムによる都道府県営察からの報

記録される個人情報の経常的提都道府県營察

有開始の年月日

保存場所

備考
營察庁情報管理システムによる犯罪統計業務でアクセス権限を付与された者

2籠気通を利用して伝達する場合における注意事項
電気通備を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

4保存すべき場所

「犯罪統計規則」



本人として記録される個人の範

1取り扱う権限を有するものの範囲

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等
（昭和40年9月16日 国家公安委員会規則第4号）

7その他

乙第32号証の42

名称

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付続計係る係の名称
利用の日的 北罪の性格や動向、警察活動の効率等の分析

記録される項月 またる被疑者の氏名、主たる被疑者の国籍、主たる被疑
背の在留資格等

特別法に関する被疑事件に係る被疑者

肥録される個人指報の収集方法 營察総合査情報システムによる都道府県皆祭からの報

記録される個人情報の経常的提都道府県營察
供先
保有開始の年月日

保存場所

備考
賞察庁情報管理システムによる犯罪統計業務でアクセ
ス権限を付与された者

置を諦ずること

5 事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「迎罪統計規則」

「犯罪粧計細則」
（昭和46年10月6日察庁訓令第16号）

離質感を物・製師等の復売できない方法により、



記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

置を講ずること
3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等
（昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号）

7その他
確実に廃棄すること

乙第32号証の43

名称

る係の名称
利用の目的

記録される項目

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付統計係

孤罪の性格や動向、皆祭活動の効率等の分析

被疑者の氏名、生年月に、性別、犯行時の半齢、犯行時
の職業、狙行時の居住地、国籍、在留資格等

本人として記録される個人の能特別法迎を兆した成人又は少年の被疑者

營察総合捜査情報システムによる都道府県察からの報

記録される個人情報の経常的提都道府県察

保有開始の年月日

保存場所
備考

皆察庁情報管理システムによる狙罪統計業務でアクセ
ス権限を付与された者
2雀気通倍を利用して伝達する場合における注意事項
電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の指

5 事前通知

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「犯罪統計規則」

「巡罪統計細則」
（昭和16年10月6日 察庁訓令第16号）

薬の際は、焼却、裁断等の復示できない方法により、



1取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の指
3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所
5事前通知
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等
（昭和40年9月164 国家公安委員会規則第4号）

確実に廃棄すること

乙第32号証の44

名称

る係の名称

利用の目的

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付統計係

罪の性格や動向、營療活動の効率等の分析

記録される項日 被疑者の氏名等

収した物件に係る被疑者

「配募される開入柄の取築方法■然給合製報システムによる都道府系等額からの報
記録される個人情報の経常的提 都道府県營察

保有開始の年月日

保存場所

備考
警察庁情報管理システムによる辺罪統計業務でアクセ

ス権限を付与された者
2 電気通を利用して伝達する場合における注意事項

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「狐罪統計規則」

「狙罪統計細則」
（昭和46年10月6日 普察庁訓令第16号）

7その他
緊乗の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される個人情報の収集方法

取締法等の特例に関する法律違反の被疑者

1取り扱う権限を有するものの範囲

2竃気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

置を講ずること
3取り扱うことができる場所
4保存すべき場所

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10

6関係法令等
（昭和40年9月16日 国家公安委員会規則第4号）

乙第32号証の45

名称

る係の名称

利用の目的

利用に供される事務をつかさど 捜査支援分析管理官付統計係

記録される項日

犯罪の性格や動向、警察活動の効率等の分析

熱は質の日後：程器記を社別、行時の年茶、紅育※

を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

警察総合捜査情報システムによる都道府県営察からの報

記録される個人情報の経営的提 都道府県響察
供先
保有開始の年月日

保存場所

備考
警察庁情報管理システムによる狙罪統計業務でアクセ

ス権限を付与された者

5 事前通知
条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「弝罪統計規則」

「処罪統計細則」
（昭和46年10月6日皆察庁訓令第16号）

雑質悪魔：絶、救所等の復元できない方法により、



記録される項目

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有するものの範囲

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
置を講ずること
3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所
5 事前通知
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10/

6関係法令等

（昭和40年9月16日国家公安委員会規則第4号）

7その他

乙第32号証の46

名称

る保の名称

利用の目的

利用に供される事務をつかさど捜査支援分析管理官付続計係

犯罪の性格や動向、警察活動の効率等の分析

本人として記録される個人の範

の職業等

出入国管理及び難民認定法達反の被疑者につき同法第6
2条第2項の規定により人国審査官若しくは入国管備官
に通報又は同法第65条第1項の規定により入国弊備官
～の身柄の引渡しに係る被疑者

※察総合技を情報システムによる都道府県警察からの報
笘

記録される個人情報の経常的提
供先

保有開始の年月日

保存場所

礑考
賢察庁情報管理システムによる北罪統計業務でアクセ

ス権限を付与された者

電気情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措

執務室

条第2項第2号及び第11条第2項第1号該当による適用

「巡罪統計規則」

「犯罪統計細則」
（昭和46年10月6日察庁訓令第16号）

確美品紫生換熱、数新等の復売できない方法により、



利用に供される事務を

個人の範囲

記録される個人情報の

記録される個人情報の

1 取り扱う権限を有する者の範囲

2 気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置を講ずる

3 取り扱うことができる場所

6
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第10条第2項
第2号及び第11条第2項第1号該当による適用除外

その他

乙第32号証の47
別記様式

名称

つかさどる係の名称

利用の目的

刑事）狙罪鑑識官身元係

行方不明者や事件・事故に巻き込まれ行方不明となった者と、身不

明死休との照合を行い、身を確認するなど罪捜査に利用する

記録項目

本人として記録される行方不明者、届出人及び行方不明者の同伴者、作成者等

各都道城県醬察からの送付
収集方法

各都道府県醬祭

経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所

備考
犯罪鑞識官に所属する職員

こと

処罪鑑識官の執務室
4 保存すべき場所

事前通知

関係法令等
行方不明者発見活動に関する規則他

薬の際は、焼却、裁断等の後元できない方法により、確実に焼
薬すること



記録される項目

記録される個人情

1 取り扱う権限を有するものの範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

3取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の48
別記様式

名称

利用に供される事 刑事局北罪鑑識官写真係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 北罪捜査に資することを目的とする。

本人として記録さ被疑者写真を撮影した被疑者
れる個人の範囲

都道府県警察からの送
報の収集方法
記録される②人情都道府県營察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所

備考

犯罪鑑識官、捜査支援分析管理官、捜査第二課、組織処
罪対策企画課に所属する職員

を講ずること

孔罪鑑識官、捜査支援分析管理官、捜査第二課、組織釦
罪対策企画課の執務室

4 保存すべき場所

5その他
廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目

17備考

記録される個人情

記録される個人情

1

2

3

4

5

取り扱う権限を有する者の範囲

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること
取り扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の49
別記様式

名称

利用に供される事刑事局犯罪鑑識官付法医・理化学係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 罪捜査に資することを目的とする。

1撮託受理年、2作成府県、3作成番号、4嘱託受理番号
5氏名（漢字）、6氏名（カナ）、7生年月日、8性別
9犯歴番号、10検挙年月日、11罪名等、12チロ
13資料の種類、14身分区分、15使用試薬、16特定DNA型

本人として記録さ被疑者DNA型記録に係る被疑者
れる個人の範囲

1都道府県警察からの送情
報の収集方法

都道府県警察
報の経営的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

犯罪鑑識官に所属する職員
電気通を利用して伝達する場合における注意事項

狙罪鑑識官の執務室
保存すべき場所

廃業の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目
犯罪捜査に資することを目的とする。

本人として記録さ

記録される個人情

記録される個人情

1

2

3

4

電気通を利用して伝達する場合における注意事項

取り扱うことができる場所

その他

乙第32号証の50
別記様式

名称

利用に供される身刑事局罪鑑識官付法医・理化学係
務をつかさどる
の名称
利用の目的

1嘱託受理年、2作成府県、3作成番号、4嘱託受理番号5被害記録番号、6発生年月日、7罪名等、8手口
9時効年数10検年月日、11資料の種類、12採取場所（物）
13事件概要、14使用試薬、15特定DNA型、16備考遺留DNA型記録に係る遺留資料を留した被疑者

れる個人の範囲
都道府県等察からの送倍

報の収集方法
都道府県警祭

親の継常的提供先．保有開始の年月日
保存場所
備考

5

取り扱う権限を有する者の範囲
北罪鑑識官に所属する職員

電気通を利用して伝達する場合には、暗号化等の指置
を講ずること

犯罪鑑識官の執務室
保存すべき場所

廃業の際は、焼却、裁断等の復示できない方法により、
確実に廃棄すること。



記録される項目

1

2

3

4

5

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること
取り扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の51
別記様式

名称

利用に供される事刑事局孔罪鑑識官付身元係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 罪捜査に資することを目的とする。

1蠣託受理年、2嘱託受理番号、3作成警察署、4作成番号
5発生年月日、6罪名等（手日）、7資料の種類
8事件概要、9使用試薬、10特定DNA型、11備考本人として記録き変死者等DNA型記録が登録されている変死者等（死体を除

れる個人の範囲 く。）
記録される個人情都道府県等察からの送付
報の収集方法
記録される個人情都道府県警祭
親の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考 取り扱う権限を有する者の範団

犯罪鑑識官に所属する職員

電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

犯罪鑑識H（総合庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復元できない方法により、



記録される項目
者の速やかな発見に資することを目的とする。

記録される個人情

1

2

3

4

5

取り扱う権限を有する者の範囲

電気通を利用して伝達する場合における注意事項

取り扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の52
別記様式

名称

利用に供される事刑事局犯罪鑑識官身元係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 身充不明死体（変死者等を含む。）の出確認及び行方不明

本人として記録さ行方不明者
れる個人の範囲

都道府県營察からの送信
報の収集方法
記録される個人情 都道府県醬察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

狙罪鑑識官に所属する職員

電気通借を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること

犯罪鑑識官（総合庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、

..



不明者の速やかな発見に資することを目的とする。

記録される個人情

1

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること
3 取り扱うことができる場所

乙第32号証の53
別記様式

名称

利用に供される事刑事高犯罪鑑識宮付身元係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的

記録される項目

身不明死体（変死者等を含む。）の身定確認及び特異行方

1属託受理年、2嘱託受理番号、3受理察署、4受理系
5柄、6愛理年月日、7特製行方不明者氏名（カナ）
8特製行方不明者氏名（漢字）、9特異行方不明者性別

10特異行方不明者生年月日、11資料提供者氏名（カナ）
12資料提供者氏名（漢字）、13資料提供者性別
14資料提供者生年月日、15資料の種類、16使用試17特定DNA型、18備考

本人として記録さ特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者又は資
れる個人の範囲 料提供者
記録される個人情 都道府県察からの送信
報の収集方法

都道行県謷察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考 取り扱う権限を有する者の範囲

北罪鑑識官に所属する職員

雷気通を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

北鑑識官（総合庁舎）の執務室
4保存すべき場所

5その他
魔葉の際は、焼却、裁断等の復示できない方法により、

確業に廃棄すること



北罪捜査に資することを目的とする

記録される個人情

1

2

3

5

取り扱う権限を有するものの範囲

取り扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の54
別記様式

名称

利用に供される事刑事局犯罪鑑識官足痕跡係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的
記録項目

本人として記録さ遺留足跡を採取した事件の被害者
れる個人の範囲 造留足跡を採取した事件の被疑者

1都道府県等察からの送付
報の収集方法
記録される個人情 都道府県醬察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

4

犯罪鑑識官に所属する職員
竜気通情を利用して伝達する場合における注意事項
電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

を講ずること

北罪鑑識官（総合庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



2第32号証の55

記録される項目

記録される個人情

1

2

3

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通を利用して伝達する場合における注意事項

取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

別記様式

名称

利用に供される事・刑事局北罪鑑識官システム管理係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 犯非査に貸することを目的とする。

1犯歴番号、2性別、3生年月日、4理由発生年月日
5分類番号、6登録指種、7特徴点情報

本人として記録さ指紋記録を作成された被疑者
れる個人の範囲

都道府県着察からの送付
報の収集方法
記録される個人情 都道府県營察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

狙罪鑑識官に所属する職員

電気通を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること

狙罪鑑識 （東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃業の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目

本人として記録さ

記録される個人情

記録される個人情

1

2

3

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

取扱うことができる場所

その他

確実に廃業すること

乙第32号証の56
別記様式

名称

利用に供される事刑事局処罪鑑識官システム管理係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 処罪捜査に資することを目的とする。

1犯歴番号、2性別、3生年月日、4理由発生年月日
5分類番号、6登録指種、7 特徴点情報
指紋記録を作成された被疑者

れる個人の範囲
都道府県察からの送信

報の収集方法
都道府県礬察

報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

犯罪鑑識官に所属する職員
電気通倍を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること

犯罪鑑識宮（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

乗の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



2第32号証の57

犯罪捜査に資することを目的とする。
記録される項目

1

2

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

を講ずること
取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

別記様式

名称

利用に供される事 刑事局犯罪鑑識官システム管理体
務をつかさどる係
の名称
利用の目的

本人として記録さ遺留指紋に該する者
れる個人の範囲
記録される個人情 都道府県等察からの送信
報の収集方法
記録される個人情都道府県營察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

3

狐罪鑑識官に所属する職員

犯罪鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目 犯罪捜査に資することを目的とする。

本人として記録さ

記録される個人情

記録される個人情

2

3

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の58
別記様式

名称

利用に供される事刑事局処罪鑑識官システム管理係
務をつかさどる保
の名称
利用の目的

1作成番号、2押なつ指紋画像、3道留指紋照会番号
4道囓指紋画像
指紋記録を作成された被疑者

れる個人の範囲 遺留指紋に該当する者
都道府県醬察からの送信

報の収集方法
鄀道府県醬察

報の経常的提供先
保有開始の年月日
保行場所
備考 1

犯罪鑑識官に所属する職員

電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること

犯罪鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の後示できない方法により、



本人として記録さ

記録される個人情

2

3

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

を講ずること
取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の59
別記様式

名称

利用に供される事刑事局犯罪鑑識官システム管理係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 犯罪査に資することを目的とする。
記録項目

指常紋記録を作成された被疑者
れる個人の範囲 遺留指紋を登録された事件の被害者

都道府県醬察からの送
報の収集方法
記録される個人情 都道府県警察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

北非鑑識官に所属する職員

北罪鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目
本人として記録さ

記録される個人情

1

2

3

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
取扱うことができる場所

その他

乙第32号証の60
別記様式

名称

利用に供される事刑事同処罪鑑識官システム管理
務をつかさどる係
の名称
利用の目的 犯罪査に資することを日的とする。

1犯膳番号、2部位、3生年月日、4性別、5特徴点情報、等紋記録を作成された被疑者
れる個人の範囲

都道府県營察からの送信
報の収集方法
記録される個人情 都道府県警察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

4

狙罪鑑識官に所属する職員

を講ずること

犯罪鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復元できない方法により、
確実に廃棄すること



犯罪捜査に資することを目的とする。

1

2

3

5

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること
取扱うことができる場所

その他

乙第32号証の61
別記様式

名称

利用に供される事 刑事局処罪鑑識官システム管理係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的

記録される項目

本人として記録さ 遺留学に該当する者
れる個人の範囲
記録される個人情 都道府県等察からの送
報の収集方法
記録される個人情都道府県警察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

4

取り扱う権限を有するものの範囲
犯罪鑑識官に所属する職員

電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

犯罪鑑議官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、
確実に棄すること



記録される項目
犯罪捜査に資することを目的とする。

本人として記録さ

記録される個人情

1

2

3

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること
取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の62
別記様式

名称

利用に供される事刑事局処罪鑑識官システム管理係
務をつかさどる係
の名称・
利用の目的

1作成番号、2押なつ草紋画像、3造留学紋照会番号
4遺留堂紋画像
革紋記録を作成された被疑者

れる個人の範囲 造留堂に該当する者
都道府県菩察からの送信

報の収集方法
記録される個人情都道府県等察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

狙罪鑑識官に所属する職員
気通信を利用して伝達する場合における注意事項

罪鑑識宮（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復元できない方法により、



2第32号証の63

犯罪捜査に資することを目的とする。

本人として記録さ

2

3

4
5

取り扱う権限を有するものの範囲

気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること
取扱うことができる場所

その他

別記様式

名称

利用に供される事 刑事局犯罪鑑識官指堂資料保
務をつかさどる係
の名称
利用の目的
記録される項日

1犯歴番号、2作成部署、3作成年、4作成番号、5氏名6性別、7生年月日、8本籍、9出生地、10住所
11採取理由発生年月日、12処分結果

れる個人の範
記録される個人情 都道府県等察等からの送付
報の収集方法'
記録される個人情 都道府県等察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

犯罪鑑識官に所属する職員

電気通倍を利用して信達する場合には、暗号化等の措置

狙罪鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復示できない方法により、確素に廃棄すること



記録される項目

本人として記録さ

2

3

4

電気通を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

を講ずること
取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の64
別記様式

名称

利用に供される事刑事局処罪鑑識宮指草紋資料保
務をつかさどる係
の名称
利用の目的

犯非捜査に貸かることを目的とする。1作成部署、2氏名、3生年月日、4性別、5本籍
6出生地、7住所、8職業、9自署、10分類番号、11国籍
12押なつ指紋印象

れる個人の範囲
記録される個人情 都道府県警察等からの送付
報の収集方法
記録される個人情都道府県菩察
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考 1.

5

取り扱う権限を有するものの結
犯罪鑑識官に所属する職員

狙罪鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目

本人として記録さ

記録される個人情都道府県警察

1

2

3

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること
取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の65
別記様式

名称

利用に供される事刑事局犯罪鑑識官指紋査料係
務をつかさどる係
の名称
利用の目的

北罪捜査に資することを目的とする。1兆歴番号、2作成番号、3氏名、4生年月日、5性別
6罪名、7押なつ掌紋印象

れる個人の範囲
記録される個人情 都道府県醬察からの送付
報の収集方法

報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

4

狙罪鑑識官に所属する職員

電気通情を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置

犯罪鑑識宮（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



1

2

3

4

5

取り扱う権限を有するものの範囲

電気通信を利用して伝達する場合には、暗号化等の措置
を講ずること
取扱うことができる場所

その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の66
別記様式

名称

利用に供される事刑事局拠罪鑑識宮指掌紋資料係
務をつかさどる係
の名称利用の目的
記録される項目

北罪捜査に資することを目的とする。
1氏名、2生年月日、3性別、4出生地、5作成署
6作成番号、7犯歴番号、8分類番号、9異名本人として記録さ指紋記録を作成された明治及び水正生まれの被疑者

れる個人の範囲
録される個人情都道府県普察から送付された指紋記録に基づいて作成
報の収集方法
記録される個人情なし
報の経常的提供先
保有開始の年月日
保存場所
備考

狙罪鑑識官に所属する職員
気通を利用して伝達する場合における注意事項

犯非鑑識官（東雲合同庁舎）の執務室
保存すべき場所

廃棄の際は、焼却、裁断等の復できない方法により、



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

氏名、性別、生年月日等

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の進
用において登録が必要とされる者

【平成26年7月7日】

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係

の名称

利用の目的

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

乙第32号証の67

組織犯罪対策企画課指定係

暴力団等に係る北罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持

各都道府県警察が捜査上で得た情報等

なし

・名称を「暴力団等情報ファイル」から
に変更

・ 所属を「企画分析課」から「組織犯罪対策企画課」に

変更



記録される個人情報の収集方法

氏名、生年月日等

【平成26年7月7日】

乙第32号証の68
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係

の名称

利用の目的

記録される項目

本人として記録される個人の能

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考

組織廽罪対策企画課分析ほ

組織犯罪等の検挙の推進

・各称を「組織犯罪情報ファイル」から

に変更
・ 所属を「企画分析課」から「組織罪対策企画課」に
変更



条第1項（平成25年4月以降は同法第13条第1項）に基づ

（2） 電気通信を利用して伝達できる場合における留意事項
電気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を

（3） 取り扱うことができる場所

保有開始の年月日

保存場所

備考

乙第32号証の69
・ 外国の機関（罪による収益の移転防止に関する法律第12

く外国の機関への提供

• 普察庁における個人情報の管理に関する訓令第 11条第2
項に規定する事項
（1） 取り扱う権限を有する者

組織犯罪対策企画課長が指定する職員

講ずること

組織犯罪対策企画課の執務室内
（4）保存すべき場所



記録される個人情報の収集方法

（1）

取り扱うことができる場所

乙第32号証の70

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称
分析係

利用の目的 マキニ・ローンダリンジ事及びその前提に係る刑事事件
の捜査

龍録される項目 1氏名、2性別、3生年月日等

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の経常的提供先
：
警察庁関硺踝
都道行県朁察

保有開始の年月日

保存場所

備考 0贅察庁における個人情報の管理に関する訓令第 11条第2
項に規定する事項

取り扱う権限を有する煮
警容店＆び都道府県贅容の指定された職員（2） 質気通信を利用して伝達できる場合における留意事項
電気道管を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を

普察庁及び都道府県察の特定の課の執務室内
（4）保存すべき場所



記録される個人情報の収集方法

疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規

管理するため

9郵便番号 10所在地
13認証情報ID 14パスワード

引の届出を行おうとしている特定事業者等

取引の届出を行おうとしている特定事業者等

疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する
規則第3条に基づく特定事業者からの届出により収集

取り扱うことができる場所

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる
係の名称

利用の目的

記録される頃日

本人として記録される個人の能

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

..

乙第32号証の71

運用係

即第4条に基づいて、電子情報処理組繊を使用して疑わしい取
引の届出を行おうとしている特定事業者等に係る識別符号等を

1登録番号（事業者コード）2登録年月日 3菜区分

疑わしい取引の届出における情報通の技術の利用に関する規
第4条に基づいて、職子情報処理組織を使用して疑わしい取

〇収集の相手方
疑わしい取引の届出における情報通の技術の利用に関する
想則第4条に基づいて、［子情報処理組織を使用して疑わしい

〇収集の手段

なし

0弊察庁における個人情報の理に関する訓令第 11条第2
項に規定する事項
取り扱う権限を有する者
組織犯罪対策企画課長が指定する職貝

組織狙罪対策企画課の執務室内
（3） 保存すべき場所



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1
2 気通信を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること。
3取り扱うことができる場所

削除されたことを確認すること
※ 平成28年7月8日、

乙第32号証の72

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる情報・分析係
係の名称

利用の目的

「人定に関する情報全般

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 取り扱う権限を有する者の範囲
当課に所属する瞰員

電気通倍を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

執務室
4保管すべき場所

5 その他

削除の際は、定められた方法により確裏に削除しい、

から名称変更

担当：



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

4

削除の際は、定められた方法により確実に削除し、
削除されたことを確認すること

※ 平成26年7月8日、

乙第32号証の73

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる情報・分析係
係の名称

利用の目的

人定に関する情報全般

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 取り扱う権限を有する者の範囲
当課に所属する職員

竜気通を利用して伝達する場合は、特長化等の指

歯を講ずること。

保管すべき場所

5 その他

から名称変更
担当：



2第32号証の74

記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること。
• 取り扱うことができる場所

5その他
（1） 削除の際は、定められた方法により確実に削除し、

削除されたことを確認すること

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる国際捜係
係の名称

利用の目的 犯罪捜査

1CPO手配者の氏名、生年月日、国籍等

IC.PO手配者

ICPO事務総局から送付される手配書により収集

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 取り扱う権限を有する者の範囲
課に所属する職員

電気通情を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

執務室
4保管すべき場所

（2） 平成26年7月8日、「ICPO手配者ファイル （A
PIS）」から名称変更。



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1

2

置を講ずること。
3 取り扱うことができる場所

削除されたことを確認すること

乙第32号証の75
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる国際捜査係
係の名称

利用の目的 犯罪捜尞

ICPO手配者の氏名、生年月日、国籍等

ICPO手配者

ICPO事務総局から送付される手配書により収集

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 取り扱う権限を有する者の範囲
当課に所属する職員
電気通備を利用して伝達する場合における注意事項
電気通情を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

執務室
4保管すべき場所

5 その他
（1） 削除の際は、定められた法により確実に削除し、

（2） 平成26年7月8日、1CPO手配者ファイル （B
ICS）から名称変更。



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1 取り扱う権限を有する者の範囲

2
気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

置を講ずること。
3 取り扱うことができる場所

5その他
（1） 削除の際は、定められた方法により確実に削除し、

削除されたことを確認すること

乙第32号証の76

別記様式

名称

利用に供される事務をいつかさどる国際捜査係
係の名称

利用の目的 犯罪捜査

ICPO手配者の氏名、生年月日、国籍等

1CPO手配者

ICPO事務総局から送付される手配書により収集

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考
課に所属する職員
気通信を利用して伝達する場合における注意事項

執務室
4保管すべき場所

（2） 平成26年7月8日、「ICPO手配者ファイル（個
人照会業務）」から名称変更。



記録される項目

記録される個人情報の収集方法

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること。
3 取り扱うことができる場所

（1） 削除の際は、定められた方法により確実に削除し、
削除されたことを確認すること

（2） 平成26年7月8日、

乙第32号証の77
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる 国際捜査係
係の名称

利用の目的 犯罪捜査

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保行場所

備考 1 取り扱う権限を有する者の範囲
課に所属する職員

電気通倍を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

執務室
4保管すべき場所

5 その他

から名称変更。



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

気通信を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること。3取り扱うことができる場所

（1） 削除の際は、定められた方法により確実に削除し、
削除されたことを確認すること

（2）平成26年7月8日、

2第32号証の78
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる事件係
係の名称

1利用の目的 狙罪捜査

記録される項目

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 1 取り扱う権限を有する者の範囲
当課に所属する職員

2
電気通情を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

執務室
4保管すべき場所

5 その他

から名称変更。



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

置を講ずること。3 取り扱うことができる場所

（1） 削除の際は、定められた方法により確実に削除し、
削除されたことを確認すること

（2）平成26年7月8日、

乙第32号証の79
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる 事件係
係の名称

利用の目的 処罪捜査

記録される個人情報の経常的提供先なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 取り扱う権限を有する者の範囲
皆課に所属する職員

電気通行を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

執務室
4保管すべき場所

5 その他

かち名称変更。

・・



2第32号証の80

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1

2 電気通を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措

3 取り扱うことができる場所

（1） 削除の際は、定められた方法により確実に削除し、
削除されたことを確認すること

（2） 平成26年7月8日、

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる情報・分析係
係の名称

利用の目的 犯罪捜渣

記録される項日

記録される個人情報の経常的提供先 なし

保有開始の年月日

保存場所

備考 取り扱う権限を有する者の範囲
=課に所属する職員

置を講ずること。

執務室 .

4保管すべき場所
5その他

から名称変更。



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

2第32号証の81

自転車運転者講習管理業務の適正かつ円滑な運用を図るた
めに利用する。

1取り扱う権限を有する者の範囲

2 電気通を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

5その他

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係
の名称

利用の目的

記録される個人情報の経常的提供
先

保有開始の年月日

保有場所

備考

甞察庁講習データベース

安全係

1生年月日 2性別 3氏名 4免許証番号 5本籍又は国籍
等 6直近の変更前の氏名 7直近の変更前の本籍又は国籍
等 8住所 9危険行為番号 10事件番号 11発生日時 12
発生場所 13違反名 14事故内容 15命令番号 16命令を
した日 17命令に係る期間及び期日 18命令をした公安委
員会名 19受講番号 20受講をした日又は検挙年月日 21

受講場所又は事件処理署 22 通報番号 23 通報作成日時
24 通報種別

1危険行為をした者 2受講命令を受けた者 3自転車運転
者講習を受講した者 4受講命令違反で検挙された者

各都道府県察からの報告

一

鞳察庁自転車運転者講習管理業務通用責任者が自所属

の職員の中から端米操作担当者として指定したもの。
電気通宿を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置を
講ずること

交通企画課の執務室

廃棄の際は、復示できない方法により確実に廃棄するこ

と。



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置

3取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の82
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的 警備犯罪の予防、無圧及び捜査その他公共の安全と秩序の

維持

氏名等

皆備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県醬察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先ー

保有開始の年月日

保存場所

備考
公安課に所属する職員

を講ずること

公安謀の執務室

4 保存すべき場所

5 その他
廃棄の際は、裁断、焼却等の復元できない方法により



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置

を講ずること

3取り扱うことができる場所

5その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の83
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的

記録される項目.

警備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持

氏名等

響備罪の予防、鮫圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県察からの報告

記録される 人情報の経常的提供先ー

保有開始の年月日

保存場所

備考 1 取り扱う権限を有する者の範囲
公安課に所属する職員

公安課の執務室

4保存すべき場所

廃棄の際は、裁断、焼却等の復元できない方法により



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

5 その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の84
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的 警備犯罪の予防、鉄圧及び捜査その他公共の安全と秩序の

記録される項目

維持

氏名等

普備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県等察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先-

保有開始の年月日

保存場所

備考
公安課に所属する職員

電気通倍を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置
を講ずること

.

公安課の執務室

4 保存すべき場所

廃乗の際は、裁断、焼却等の復完できない方法により



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

都道府県警察からの報告記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること

33取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の85
別記様式

名称

利用に供きれる事務をつかさどる係の名称

利用の目的
醬備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持

氏名等

普備罪の予防、銀圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
雑持に資する範囲

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考
公安課に所属する職員

竜気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置

公安課の執務室

4 保存すべき場所

5その他
廃棄の際は、裁断、焼却等の復死できない方法により



記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

を講ずること

3取り扱うことができる場所

. 乙第32号証の86
別記様式

名称

利用ご供される事等をいつかさどる係の名称

利用の目的

記録される項目

本人として記録される個人の範

皆備加罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持

氏名等

贅備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県幹察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場町

備考
公安課に所属する職員

2職気通を利用して伝達する場合における注意事項
竜気通を利用して伝達する場合は、暗号化等の推置

公安課の執務室

4 保存すべき場所

5 その他
廃楽の際は、裁断、焼却等の復示できない方法により
確実に廃棄すること



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

を講ずること

3取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の87
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどるの名称

利用の世的 警備烈罪の予防、鎮圧及び捜査その他公北の安全と秩序の
維持

氏名等

營備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秋序の
維持に資する範囲

都道府県察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先ー

保有開始の年月日

保存場所

備考
公安課に所属する職員

気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置

公安課の執務室

4保存すべき場所

5 その他
廃棄の際は、裁断、焼却等の復できない方法により



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の88
別記様式

名称

利用に供される事をつかさどる係の名称

利用の目的 警備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の

記録される項目

維持

氏名等

●備罪の予防、圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

，

公安課に所属する職員

電気通情を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置
を講ずること

公安課の執務室

4 保存すべき場所

5 その他
廃棄の際は、裁断、焼却等の復できない方法により



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

3取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の89
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的

割録される項目

備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
雑拵

氏名等

醬備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に姿する範囲

都道府県醬察からの報告

一記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考 1取り扱う権限を有する者の能囲
公安課に所属する職員

2竜気道を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措習

を講ずること

公安課の執務室

4保存すべき場所

5その他
廃棄の際は、裁断、焼却等の復完できない方法により



記録される項目

都道府県警察からの報告記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通信を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置
を講ずること

33取り扱うことができる場所

確実に廃棄すること

乙第32号証の90
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的

本人として記録される個人の範用

普備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持

氏名等

★宿乳罪の予防、出及び独査その他公共の安全と秋序の
維持に資する範囲

記録される個人情報の経常的提供先-

保有開始の年月日

保存場所

備考
公安課に所属する職員

公安課の執務室

4 保存すべき場所

5その他
廃棄の際は、裁断、却等の復売できない方法により



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

1取り扱う権限を有する者の範囲

2電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

5その他

確実に廃棄すること

乙第32号証の91
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的

記録される項目

警備罪の予防、鎮圧及び捜査その仙公共の安全と秩序の
維持

氏名等

警備加罪の予防、鉄圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県管察からの報告

記録される人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考.
公安課に所属する職員

電気通宿を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置
を講ずること

公安課の執務室

4 保存すべき場所

廃棄の際は、裁断、焼却等の復できない方法により



記録される個人情報の収集方法

3取り扱うことができる場所

4保存すべき場所

.
乙第32号証の92

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的

記録される項日

本人として記録される個人の範

警備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秋序の
維持

氏名等

弊備狙罪の予防、鎮圧及び捜査その他公装の安全と秋序の
維持に姿する範囲

都道府県等察からの報告

=記録される個人情報の経営的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考 1取り扱う権限を有する者の範囲
公安課に所属する職員

2窀気通情を利用して伝達する場合における注意事項
笛気通言を利用して伝達する場合は、暗号化等の措道

を講ずること

公安課の執務室

5 その他
廃棄の際は、裁断、焼却等の後完できない方法により
確実に棄すること



記録される個人情報の収集方法

2第32号証の93

2 気通信を利用して伝達する場合における注意事項

3取り扱うことができる場所

別記様式

名称
利用に供される事務をつかさどる係

の名称

利用の目的

記録される項日

本人として記録される個人の範

記録される個人情報の経術的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

警備加罪の予防、鎮圧及び捜その他公装の安全と秩序の

雜持

氏名等

備加罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持に資する総囲

都道行県響察からの報告

1取り扱う権限を有する者の範出
公安課に所属する職員

電気道を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置

を講ずること

公安課の執務室

4 保存すべき場所

5その他

ること

廃棄の際は、復できない方法により確実に消出す



記録される項目

本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法

を講ずること

3取り扱うことができる場所

5その他

乙第32号証の94
別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の名称

利用の目的 備罪の予防、鎮圧及び捜査その他公共の安全と秩序の
維持

氏名等

等備犯罪の予防、鎮圧及び捜造その他公共の安全と秩序の
維持に資する範囲

都道府県察からの報告

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

備考

・

1取り扱う権限を有する者の範囲
公安課に所属する職員

2置気通信を利用して伝達する場合における注意事項
電気通借を利用して伝達する場合は、暗号化等の措置

公安課の執務室

4保存すべき場所

ること

廃棄の際は、復示できない方法により確実に消去す



1
2 電気通信を利用して伝達する場合における注意事

電気通信を利用して伝達する場合は暗号化等の措

3取り扱うことができる場所

5その他

乙第32号証の95

+

別記様式

名称

利用に供される事務をつかさどる係の
名称

利用の日的

記録される項日

本人として記録される個人の能

記録される個人情報の収集法

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

謦備局外事情報部外事課係

備考

取り扱う権限を育する者の範囲
外事課に所属する職員

項
置を講ずること

外事課の執務室

4 保存すべき場所

魔浜の際は、裁断、焼却等の復示できない方法によ
り確実に廃棄すること。
（常用（無期限））



本人として記録される個人の範囲

記録される個人情報の収集方法
関係機関との情報交換

1

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

33取り扱うことができる場所

5 その他

により確実に廃棄すること。

2第32号証の96

別能様式1

名称

利用に供される事務をつかさどる係の
名称

利用の目的

・ 記録される項目

記録される個人情報の経常的提供先

保有開始の年月日

保存場所

国際テロの米然防止に向けた情報収集・分析の強化

氏名等

国際テロの未然防止に向けた情報収集・分析の強化
に資する範囲

部道府県響察からの報告

都道恃県警>、関係機関

'y

備考

取り扱う権限を有する者の範囲
国際テロリズム対策課に所属する職員

なし（取扱なし）

国際テロリズム対策課の執務室

4 保存すべき場所

廃棄の際は、データの消去等の復元できない方法


